
定時株主総会
招集ご通知
■ 日時

2024年６月21日（金曜日）
午前10時

■ 場所
東京都港区浜松町二丁目３番１号
日本生命浜松町クレアタワー６階
浜松町コンベンションホール大会議室B
※末尾の会場ご案内図をご参照ください。
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証券コード 9816
2024年６月６日

株 主 各 位
東京都港区新橋五丁目 13番５号

株式会社ストライダーズ
代表取締役社長 早 川 良太郎

第60期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
さて、当社第60期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ

トに「第60期定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト https://www.striders.co.jp/ir/tabid143.html

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。
東京証券取引所ウェブサイト
（https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show）
上記のウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コードを入力・検索し、

「基本情報」「縦覧書類／ＰＲ情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

なお、当日のご出席に代えて、書面またはインターネットにより議決権を行使することができ
ますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、2024年
６月20日（木曜日）午後６時までに議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。

敬 具
記

１．日 時 2024年６月21日（金曜日）午前10時
２．場 所 東京都港区浜松町二丁目３番１号

日本生命浜松町クレアタワー６階
浜松町コンベンションホール大会議室Ｂ
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
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３．会 議 の 目 的 事 項
報 告 事 項 １．第60期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）事業報告、連結

計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の
件

２．第60期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）計算書類報告の
件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
第７号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

４．議決権の行使についてのご案内
（１）書面による議決権行使の場合

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2024年６月20日（木曜日）午後６時
までに到着するようご返送ください。

（２）インターネットによる議決権行使の場合
インターネットにより議決権を行使される場合には、別添（４頁）の「インターネットに
よる議決権行使のご案内」をご高覧の上、2024年６月20日（木曜日）午後６時までに行
使してください。

（３）書面とインターネットにより、重複して議決権を行使された場合は、インターネットによ
るものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。また、インターネットによって複
数回数議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱
いいたします。

（４）議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたもの
として取り扱わせていただきます。

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあ
げます。なお、議決権行使書用紙をご持参いただいても、株主様ではない代理人あるいは同伴の方など、議決権
を行使することができる株主様以外の方はご入場いただけませんので、ご理解賜りたく存じます（ただし、お体
の不自由な株主様の同伴の方、盲導犬、聴導犬及び介助犬等はご入場いただけます）。
◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきま
す。



議決権行使についてのご案内

■ 株主総会にご出席される場合

■ 事前に議決権を行使いただく場合

当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知をご持参いただく
とともに同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいま
すようお願い申しあげます。

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご記入いただきご
送付ください。

次頁のインターネットによる議決権行使のご案内をご高覧の上、
画面の案内に従って、賛否を入力してください。

スマートフォンでの議決権行使は、「スマート行使」をご利用ください。

2024年６月21日（金曜日）午前10時

2024年６月20日（木曜日）午後６時必着

2024年６月20日（木曜日）午後６時まで

開催日時

行使期限

行使期限

書面による議決権行使

インターネットによる議決権行使

※�郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使として取扱
わせていただきます。
※�インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。
※�インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使サイトが利用できない場合があります。
※�議決権行使サイトへのアクセスに際して発生するインターネット接続料、通信費等は株主様のご負担となります。

 ご注意事項
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インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決
権行使ウェブサイトをご利用いただくことによってのみ可能です。

インターネットによる
議決権行使のご案内

「次へすすむ」をクリック

1.   議決権行使ウェブサイトにアクセスする

クリック

お手元の議決権行使書用紙に記載された「パスワード」
を入力し、「次へ」をクリック

3.   パスワードの入力

入 力

クリック

お手元の議決権行使書用紙に記載された「議決権
行使コード」を入力し、「ログイン」をクリック

2. ログインする

クリック

入 力

(受付時間9：00～21：00）

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート�専用ダイヤル

ふ0120-652-031

議決権行使ウェブサイトのご利用に関するお問い合わせ

アクセス手順について

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

「スマート行使」について

※QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

https://www.web54.net

議決権行使ウェブサイト

2024年６月20日（木曜日）
午後６時まで

議決権
行使期限

同封の議決権行使書用紙に記載された「スマートフォン用議決権行使
ウェブサイトログインQRコード」を読み取りいただくことにより、
「議決権行使コード」および「パスワード」が入力不要でアクセスできます。

QR
コード

同封の議決権行使書用紙の右下「スマートフォン用議決権
行使ウェブサイトログインQRコード」をスマートフォンか
タブレット端末で読み取ります。
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株主総会参考書類

第１号議案 剰余金の処分の件
当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の重要課題の一つと位置付けており、利益配分につ

きましては、内部留保にも意を用いつつ安定的な配当を継続していくことを基本方針としており
ます。
当期の期末配当につきましては、足元の状況および経営環境並びに配当金額の規模等を総合的

に勘案した結果、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項
（１）配当財産の種類

金銭といたします。

（２）配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式 １株につき金５円
配当総額 41,258,650円

（３）剰余金の配当が効力を生じる日
2024年６月24日
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第２号議案 定款一部変更の件
１．提案の理由
（１）当社は、当社のグループ会社である株式会社トラストアドバイザーズとのオフィス統合

を目的として、2024年８月に本社機能を菱華ビルディングへと移転することといたしま
した。これに伴い、現行定款第３条に定める本店の所在地を、東京都港区から東京都中央
区に変更するものであります。

（２）当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることに
より、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレ
ート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会設置会社より監査等委員会設置会社へ移行
することといたしたく、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締
役及び監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役及び監査役会に関する規定の削除
等の変更を行うものであります。

（３）資本政策及び配当政策を機動的に行えることができるよう、剰余金の配当等を取締役会
の決議により行うことができる旨を定款第46条として新設するものであります。

（４）その他、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行うものであります。

２．変更の内容
変更内容は以下のとおりであります。（下線部分が変更箇所）
なお、本議案に係る定款変更は、本総会の終結の時をもって、効力を生じるものといたし

ます。
現 行 定 款 変 更 案
第１章 総 則 第１章 総 則

第１条〜第２条 （条文省略） 第１条〜第２条 （現行どおり）
（本店の所在地）
第３条 当会社は、本店を東京都港区に置く。

（本店の所在地）
第３条 当会社は、本店を東京都中央区に置く。

第４条 （条文省略） 第４条 （現行どおり）

第２章 株 式 第２章 株 式

第５条〜第10条 （条文省略） 第５条〜第10条 （現行どおり）

第３章 株主総会 第３章 株主総会

第11条〜第17条 （条文省略） 第11条〜第17条 （現行どおり）
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現 行 定 款 変 更 案
第４章 取締役および取締役会 第４章 取締役および取締役会

第18条 （条文省略） 第18条 （現行どおり）
（取締役の員数）
第19条 当会社の取締役は、10名以内とする。

（新設）

（取締役の員数）
第19条 当会社の取締役（監査等委員である取締役

を除く。）は、５名以内とする。

２ 当会社の監査等委員である取締役は、４名以
内とする。

（取締役の選任）
第20条 取締役は、株主総会の決議によって選任す

る。

２ （条文省略）
（新設）

（新設）

３ 取締役の選任については、累積投票によらな
い。

（取締役の選任）
第20条 取締役は、監査等委員である取締役とそれ

以外の取締役とを区別して、株主総会の決議に
よって選任する。

２ （現行どおり）
３ 当会社は、会社法第329条第３項の規定に基
づき、法令に定める監査等委員である取締役の
員数を欠くことになる場合に備えて、株主総会
において補欠の監査等委員である取締役を選任
することができる。

４ 前項の補欠の監査等委員である取締役の選任
に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後
２年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
に関する定時株主総会の開始の時までとする。

５ 取締役の選任については、累積投票によらな
い。
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現 行 定 款 変 更 案

（取締役の任期）
第21条 取締役の任期は、選任後２年以内に終了す

る事業年度のうち最終のものに関する定時株主
総会の終結の時までとする。

２ 増員または補欠として選任された取締役の任
期は、在任取締役の任期の満了する時までとす
る。

（新設）

（新設）

（取締役の任期）
第21条 取締役（監査等委員である取締役を除く。）

の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度
のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
の時までとする。

（削除）

２ 監査等委員である取締役の任期は、選任後２
年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の終結の時までとする。

３ 任期の満了前に退任した監査等委員である取
締役の補欠として選任された監査等委員である
取締役の任期は、退任した監査等委員である取
締役の任期の満了する時までとする。ただし、
前条第３項により選任された補欠の監査等委員
である取締役が監査等委員である取締役に就任
した場合は、当該補欠の監査等委員である取締
役としての選任後２年以内に終了する事業年度
のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
の時を超えることができないものとする。

第22条〜第24条 （条文省略） 第22条〜第24条 （現行どおり）
（取締役会の招集通知）
第25条 取締役会の招集通知は、各取締役および各

監査役に対し、会日の３日前までに発する。た
だし緊急の必要がある時はこの期間を短縮する
ことができる。

２ 取締役および監査役の全員の同意があるとき
は、招集の手続きを経ないで取締役会を開催す
ることができる。

（取締役会の招集通知）
第25条 取締役会の招集通知は、各取締役に対し、

会日の３日前までに発する。ただし緊急の必要
がある時はこの期間を短縮することができる。

２ 取締役全員の同意があるときは、招集の手続
きを経ないで取締役会を開催することができ
る。

（新設）
（重要な業務執行の決定の委任）
第26条 当会社は、会社法第399条の13第６項の規

定により、取締役会の決議によって重要な業務
執行（同条第５項各号に掲げる事項を除く。）
の決定の全部または一部を取締役に委任するこ
とができる。
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現 行 定 款 変 更 案

第26条〜第27条 （条文省略） 第27条〜第28条 （現行どおり）
（取締役会の議事録）
第28条 取締役会の議事録には、議事の経過の要領

およびその結果ならびにその他法令に定める事
項を記載または記録し、議長ならびに出席した
取締役および監査役がこれに記名押印または電
子署名を行う。

２ 取締役会の議事録は、議事の日から10年間
本店に備え置く。

（取締役会の議事録）
第29条 取締役会の議事録には、議事の経過の要領

およびその結果ならびにその他法令に定める事
項を記載または記録し、議長ならびに出席した
取締役がこれに記名押印または電子署名を行
う。

２ 取締役会の議事録は、議事の日から10年間
本店に備え置く。

（取締役の報酬等）
第29条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対

価として当会社から受ける財産上の利益（以
下、「報酬等」という。）は、株主総会の決議に
よって定める。

（取締役の報酬等）
第30条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対

価として当会社から受ける財産上の利益（以
下、「報酬等」という。）は、監査等委員である
取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主
総会の決議によって定める。

第30条〜第32条 （条文省略） 第31条〜第33条 （現行どおり）

第５章 監査役および監査役会 （削除）

（監査役および監査役会の設置）
第33条 当会社は監査役および監査役会を置く。 （削除）
（監査役の員数）
第34条 当会社の監査役は、４名以内とする。 （削除）
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現 行 定 款 変 更 案

（監査役の選任）
第35条 監査役は、株主総会の決議によって選任す

る。
２ 監査役の選任決議は、議決権を行使すること
ができる株主の議決権の３分の１以上を有する
株主が出席し、その議決権の過半数をもって行
う。

３ 当会社は、会社法第329条第３項の規定に基
づき、法令に定める監査役の員数を欠くことに
なる場合に備えて、株主総会において補欠監査
役を選任することができる。

４ 前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力を
有する期間は、当該決議後４年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総
会の開始の時までとする。

（削除）

（監査役の任期）
第36条 監査役の任期は、選任後４年以内に終了す

る事業年度のうち最終のものに関する定時株主
総会の終結の時までとする。

２ 任期の満了前に退任した監査役の補欠として
選任された監査役の任期は、退任した監査役の
任期の満了する時までとする。ただし、前条第
３項により選任された補欠監査役が監査役に就
任した場合は、当該補欠監査役としての選任後
４年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
に関する定時株主総会の終結の時を超えること
ができないものとする。

（削除）

（常勤監査役）
第37条 監査役会は、その決議によって監査役の中

から常勤の監査役を選定する。
（削除）
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現 行 定 款 変 更 案

（監査役会の招集通知）
第38条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し、

会日の３日前までに発する。ただし緊急の必要
がある時はこの期間を短縮することができる。

２ 監査役全員の同意があるときは、招集の手続
きを経ないで監査役会を開催することができ
る。

（削除）

（監査役会の議事録）
第39条 監査役会の議事録には、議事の経過の要領

およびその結果ならびにその他法令に定める事
項を記載または記録し、出席した監査役がこれ
に記名押印または電子署名を行う。

２ 監査役会の議事録は、議事の日から１０年間
本店に備え置く。

（削除）

（監査役会規則）
第40条 監査役会に関する事項は、法令または定款

に定めるもののほか監査役会において定める監
査役会規則による。

（削除）

（監査役の報酬等）
第41条 監査役の報酬等は株主総会の決議によって

定める。
（削除）

（監査役の責任免除）
第42条 当会社は、会社法第426条第１項の規定に

より、任務を怠ったことによる監査役（監査役
であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令
の限度において、取締役会の決議によって免除
することができる。

２ 当会社は、会社法第427条第1項の規定によ
り、監査役との間に、同法第423条第1項の損
害賠償責任を限定する契約を締結することがで
きる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任
の限度額は、法令の定める額とする。

（削除）
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現 行 定 款 変 更 案
（新設） 第５章 監査等委員会

（新設）
（監査等委員会の設置）
第34条 当会社は監査等委員会を置く。

（新設）
（常勤の監査等委員である取締役）
第35条 監査等委員会は、その決議によって監査等

委員である取締役の中から常勤の監査等委員で
ある取締役を選定することができる。

（新設）
（監査等委員会の招集通知）
第36条 監査等委員会の招集通知は、各監査等委員

に対し、会日の３日前までに発する。ただし緊
急の必要がある時はこの期間を短縮することが
できる。

２ 監査等委員全員の同意があるときは、招集の
手続きを経ないで監査等委員会を開催すること
ができる。

（新設）
（監査等委員会の決議方法）
第37条 監査等委員会の決議は、議決に加わること

ができる監査等委員の過半数が出席し、出席し
た監査等委員の過半数をもって行う。

（新設）
（監査等委員会の議事録）
第38条 監査等委員会の議事録には、議事の経過の

要領およびその結果ならびにその他法令に定め
る事項を記載または記録し、出席した監査等委
員がこれに記名押印または電子署名を行う。

２ 監査等委員会の議事録は、議事の日から10
年間本店に備え置く。

（新設）
（監査等委員会規則）
第39条 監査等委員会に関する事項は、法令または

定款に定めるもののほか監査等委員会において
定める監査等委員会規則による。

第６章 会計監査人 第６章 会計監査人

第43条〜第45条 （条文省略） 第40条〜第42条 （現行どおり）
第46条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査

役会の同意を得て定める。
第43条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査

等委員会の同意を得て定める。
第47条 （条文省略） 第44条 （現行どおり）
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現 行 定 款 変 更 案
第７章 計 算 第７章 計 算

第48条 （条文省略） 第45条 （現行どおり）

（新設）
（剰余金の配当等の決定機関）
第46条 当会社は、剰余金の配当等の会社法第459

条第１項各号に定める事項については、法令に
別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議
によって定めることができる。

（剰余金の配当の基準日）
第49条 （条文省略）

（新設）

（新設）

（剰余金の配当の基準日）
第47条 （現行どおり）

２ 当会社の中間配当の基準日は、毎年９月30
日とする。

３ 前２項のほか、当会社は基準日を定めて剰余
金の配当をすることができる。

（中間配当）
第50条 当会社は、毎年９月３０日を基準日として、

取締役会の決議によって中間配当を行うことが
できる。

（削除）

第51条 （条文省略） 第48条 （現行どおり）
（新設） （附則）

（新設）
（監査役の責任免除）
第１条 当会社は、会社法第426条第１項の規定によ

り、第60期定時株主総会終結前の行為に関す
る任務を怠ったことによる監査役（監査役であ
った者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限
度において、取締役会の決議によって免除する
ことができる。

（新設）
（本店移転の経過措置）
第２条 第３条（本店の所在地）の変更は、2024年

９月30日までに開催される取締役会において
決定する本店移転日をもって効力を生じるもの
とする。

２ 本条は、前項に定める本店移転日経過後に、
これを削除する。
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第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件
第２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認された場合、当社は監査等委員会設置会社

に移行することから、取締役全員（４名）は定款変更の効力発生時をもって任期満了により退任
となります。つきましては、監査等委員会設置会社へ移行後の取締役（監査等委員である取締役
を除きます。以下、本議案において同じです。）２名の選任をお願いするものであります。
本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力

を生じるものといたします。
取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏
ふ り が な

名
（生 年 月 日）

略 歴、 地 位、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
所有する
当 社 の
株 式 数

１
はやかわりょうたろう
早 川 良 太 郎

（1983年６月22日生）

2008年４月 オリックス株式会社入社
2014年６月 当社 取締役経営企画部長
2014年10月 モバイルリンク株式会社 取締役（現任）
2014年10月 株式会社倉敷ロイヤルアートホテル 取締役
2015年６月 Striders Global Investment Pte.Ltd. 取

締役
2016年４月 当社 取締役事業企画部長
2016年６月 株式会社トラストアドバイザーズ 取締役

（現任）
2018年１月 当社 代表取締役社長（現任）
2019年６月 Striders Global Investment Pte.Ltd. 取

締役社長（現任）
2020年６月 成田ゲートウェイホテル株式会社 代表取締

役（現任）
2020年６月 株式会社グローバルホールディングス 代表

取締役（現任）
2021年６月 Ｍ＆Ａグローバル・パートナーズ株式会社

代表取締役（現任）
2022年６月 株式会社倉敷ロイヤルアートホテル 代表取

締役（現任）

4,100株
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候補者
番 号

氏
ふ り が な

名
（生 年 月 日）

略 歴、 地 位、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
所有する
当 社 の
株 式 数

２
み や む ら こ う い ち
宮 村 幸 一

（1976年12月21日生）

1999年４月 ユトー株式会社入社
1999年８月 正興産業株式会社入社
2005年１月 株式会社S-fit入社
2005年４月 株式会社エスグラントコーポレーション入社
2008年12月 株式会社エスグラント・アドバイザーズ（現

株式会社トラストアドバイザーズ）取締役
2012年６月 当社 取締役
2014年３月 株式会社東京アパートメント保証 代表取締

役（現任）
2014年６月 株式会社トラストアドバイザーズ 代表取締

役（現任）
2019年６月 当社 常務取締役（現任）
2019年６月 株式会社ReLive 代表取締役（現任）

1,000株

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．当社は取締役及び監査役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約（Ｄ＆Ｏ保険）を締結してお

ります。被保険者である取締役の職務執行に起因して、保険期間中に損害賠償請求を受けた場合に生
じた損害賠償金及び争訟費用が上記保険契約により填補されます。なお、各候補者が選任された場合
には、当該契約の被保険者となる予定であり、任期途中に当該契約の更新時期が到来する予定であり
ます。
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第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
第２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認された場合、当社は監査等委員会設置会社

に移行することから、監査等委員である取締役３名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力

を生じるものといたします。
監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏
ふ り が な

名
（生 年 月 日）

略 歴、 地 位、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
所有する
当 社 の
株 式 数

１

※
は や か わ り ょ う い ち
早 川 良 一
（1955年１月９日生）

1977年４月 株式会社日本長期信用銀行（現株式会社SBI
新生銀行）入行

1995年９月 同行アジア部参事役
1998年11月 日本コンピュータシステム株式会社 経営企

画室長
2007年２月 当社 取締役
2007年４月 株式会社ブイ・エル・アール（現Ｍ＆Ａグロ

ーバル・パートナーズ株式会社）代表取締役
2009年２月 株式会社トラストアドバイザーズ 取締役
2009年６月 当社 代表取締役社長
2012年３月 モバイルリンク株式会社 取締役（現任）
2012年５月 有限会社増田製麺 取締役
2013年３月 成田ゲートウェイホテル株式会社 代表取締役
2014年６月 株式会社倉敷ロイヤルアートホテル 代表取

締役
2015年６月 Striders Global Investment Pte.Ltd. 取

締役（現任）
2017年８月 PT. CITRA SURYA KOMUNIKASI 取締役
2017年12月 株式会社みらい知的財産技術研究所 取締役

（現任）
2018年１月 当社 代表取締役会長
2019年６月 当社 取締役会長（現任）
2020年４月 株式会社アマガサ 代表取締役社長

483,900株
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候補者
番 号

氏
ふ り が な

名
（生 年 月 日）

略 歴、 地 位、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
所有する
当 社 の
株 式 数

２

※
む ら せ あ き ひ さ
村 瀬 晶 久

（1967年８月10日生）

1991年４月 株式会社日本長期信用銀行（現株式会社SBI
新生銀行）入行

1995年10月 郵政省（現総務省）出向 通信政策局地域通
信振興課（現情報流通行政局）主査

1998年４月 株式会社日本長期信用銀行（現株式会社SBI
新生銀行）営業第三部 部長代理

2000年３月 株式会社ASK PLANNING CENTER 経営
企画室長

2005年１月 ゼネラル株式会社 取締役
2005年３月 株式会社ASK PLANNING CENTER 取締

役
2009年２月 株式会社アクラス東京 監査役(現任)
2014年５月 株式会社コンチェルト 代表取締役
2021年２月 医療法人社団広星会 理事
2022年10月 cake 株 式 会 社 （現 株 式 会 社 Social

Pentagon）取締役(現任)
2023年６月 当社 常勤監査役（現任）
2023年６月 株式会社トラストアドバイザーズ 監査役

（現任）
2023年６月 有限会社増田製麺 監査役
2023年６月 株式会社グローバルホールディングス 監査

役
2023年６月 成田ゲートウェイホテル株式会社 監査役

（現任）
2023年６月 株式会社東京アパートメント保証 監査役

（現任）
2023年６月 株式会社倉敷ロイヤルアートホテル 監査役

（現任）
2023年11月 株式会社高滝リンクス倶楽部 取締役（現

任）

100,000株
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候補者
番 号

氏
ふ り が な

名
（生 年 月 日）

略 歴、 地 位、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
所有する
当 社 の
株 式 数

３

※
り じ ひ ょ ん
李 智 賢

（1967年２月28日生）

1988年12月 株式会社韓国ダーバン 入社
1997年４月 株式会社ボストンコンサルティンググループ

入社
2000年４月 トランスコスモス株式会社 入社
2001年４月 トランスコスモス株式会社 取締役
2001年４月 CIC Korea Inc.（現株式会社トランスコス

モスコリア） 統括副社長COO
2003年４月 トランスコスモス株式会社 顧問
2004年８月 ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・ジャ

パン・インク 入社
2007年２月 株式会社レイズパートナーズ 代表取締役

（現任）
2007年７月 グロービス経営大学院 教員
2021年６月 株式会社JMDC 取締役（現任）
2023年６月 当社 取締役（現任）

―株

（注）１．※印は新任の監査等委員である取締役候補者であります。
２．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
３．村瀬晶久氏、李智賢氏は監査等委員である社外取締役候補者であります。
４．監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要は、以下のとおりでありま

す。
（１）村瀬晶久氏は、経営者としての幅広く高度な見識や上場企業における豊富な経験、会社財務に対す

る深い知見を有することから、社外取締役として当社グループのガバナンス強化のための取り組み
を牽引していただくために、選任をお願いするものであります。当社は同氏に対し、当社の事業領
域に関する豊富な経験と専門知識に基づく適切な助言・提言を通じて、中長期的な企業価値向上を
図る観点から経営を監督いただくことを期待しております。

（２）李智賢氏は、上場企業や国内外で培った企業経営に関する幅広い知見のほか、人材コンサルティン
グ会社、大学院教員などを通してリーダー育成などの人材開発分野に携わってきた経験が、当社グ
ループの人的資本経営をはじめとするサステナビリティ経営を強く推進していく上で重要であると
の判断から、社外取締役として選任をお願いするものであります。当社は同氏に対し、当社の事業
領域に関する豊富な経験と専門知識に基づく適切な助言・提言を通じて、中長期的な企業価値向上
を図る観点から経営を監督いただくことを期待しております。

５．村瀬晶久氏は現在、当社の社外監査役でありますが、社外監査役としての在任期間は、本総会終結の
時をもって１年となります。李智賢氏は現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての
在任期間は、本総会終結の時をもって１年となります。

６．当社は、村瀬晶久氏との間で、会社法第427条第１項に基づき、社外監査役として、同法第423条第
１項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結しており、また、李智賢氏との間で、社外取締役と
して、同法第423条第１項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結しております。両氏の選任が
承認された場合は、社外取締役として当該契約と同内容の責任限定契約を締結する予定であります。
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７．当社は取締役及び監査役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約（Ｄ＆Ｏ保険）を締結してお
ります。被保険者である取締役及び監査役の職務執行に起因して、保険期間中に損害賠償請求を受け
た場合に生じた損害賠償金及び争訟費用が上記保険契約により填補されます。なお、各候補者が選任
された場合には、当該契約の被保険者となる予定であり、任期途中に当該契約の更新時期が到来する
予定であります。

８．当社は、村瀬晶久氏及び李智賢氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所
に届け出ております。なお、両氏の選任が承認された場合は、引き続き独立役員とする予定でありま
す。

（ご参考）本総会終了後の取締役のスキルマトリックス
各取締役の保有するスキル・専門分野は、以下のとおりです。なお、各取締役の有するすべてのスキル
や、専門的な知見を表わすものではありません。

企業経営
事業再生 ファイナンス ガバナンス

人的資本・
サステナ
ビリティ

文化・共生
不動産 ホテル 投資

早 川 良太郎 〇 〇 〇 〇 ○ 〇 ○

宮 村 幸 一 〇 〇 〇 〇

早 川 良 一 〇 〇 〇 〇 〇 ○

村 瀬 晶 久 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ○

李 智 賢 〇 〇 〇 〇 〇 ○
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第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
当社の取締役の報酬等の額は、1988年10月28日開催の第24期定時株主総会において年額80

百万円以内（ただし、使用人分給与を含まない。）と決議いただいておりますが、第２号議案
「定款一部変更の件」が原案どおり承認された場合、当社は監査等委員会設置会社へ移行するこ
とから、昨今の経済情勢等諸般の事情を勘案し、改めて監査等委員会設置会社へ移行した後の取
締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）の報酬等の額を、
年額80百万円以内とすること、及び各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取
締役会の決議によるものとすることにつきご承認をお願いするものであります。
当社の取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の内容の概要は、事業報告

（２．会社の現況（３）会社役員の状況 ④取締役及び監査役の個人別の報酬等の決定方針の概
要）に記載のとおりですが、本総会終結後の取締役会において、対象者を「取締役」としている
部分を「取締役（監査等委員である取締役を除く。）」とする旨の変更を行うなど、監査等委員会
設置会社へ移行後も同内容の方針とすることを予定しており、実質的な変更はありません。本議
案に係る報酬等の額は、当該変更後の方針に基づいて固定報酬を支給するものであり、相当であ
ると判断しております。なお、この報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないも
のといたします。
現在の取締役は４名（うち社外取締役１名）でありますが、第２号議案「定款一部変更の件」

及び第３号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件」が原案どおり承認
された場合、取締役の員数は２名（うち社外取締役０名）となります。
本議案の内容は、第２号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件とし

て、効力を生じるものといたします。
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第６号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
第２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認された場合、当社は監査等委員会設置会社

へ移行することから、昨今の経済情勢等諸般の事情を勘案し、監査等委員会設置会社へ移行した
後の監査等委員である取締役の報酬等の額を年額40百万円以内とすること、及び各監査等委員
である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によ
るものとすることにつきご承認をお願いするものであります。本議案に係る報酬等の額は、監査
等委員である取締役の職責に照らして相当であると判断しております。
第２号議案「定款一部変更の件」及び第４号議案「監査等委員である取締役３名選任の件」が

原案どおり承認された場合、監査等委員である取締役の員数は３名となります。
本議案の内容は、第２号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件とし

て、効力を生じるものといたします。
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第７号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
第２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認された場合、当社は監査等委員会設置会社

に移行することから、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備
え、補欠の監査等委員である取締役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本選任につきましては、監査等委員である取締役の就任前に限り、監査等委員会の同意

を得て、取締役会決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。ま
た、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力

を生じるものといたします。
補欠の監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

氏
ふ り が な

名
（生 年 月 日）

略 歴、 地 位、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
所有する
当 社 の
株 式 数

か め い た か え
亀 井 孝 衛

（1973年４月20日生）

1996年４月 株式会社東海銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
2000年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入

所
2004年４月 公認会計士 登録
2005年８月 日本みらいキャピタル株式会社入社
2008年６月 公認会計士亀井孝衛事務所開設 同所長（現任）
2009年６月 監査法人ベリタス 社員
2012年12月 弁護士登録
2012年12月 髙橋修平法律事務所入所
2017年７月 同事務所パートナー
2019年６月 当社 監査役（現任）
2021年１月 弁護士法人トライデント設立 代表社員（現任）

―株

（注）１．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．亀井孝衛氏は補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。
３．補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要は、以下のとおりで

あります。
亀井孝衛氏は、公認会計士及び弁護士としての高度な専門的知識を当社の監査に反映していただくた
め、補欠の監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。当社は同氏に対
し、当社の事業領域に関する豊富な経験と専門知識に基づく適切な助言・提言を通じて、中長期的な
企業価値向上を図る観点から経営を監督いただくことを期待しております。

４．亀井孝衛氏は現在、当社の社外監査役でありますが、社外監査役としての在任期間は、本総会終結の
時をもって５年となります。
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５．亀井孝衛氏の選任が承認され、就任した場合は、会社法第427条第１項に基づき、同法第423条第１
項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。

６．当社は取締役及び監査役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約（Ｄ＆Ｏ保険）を締結してお
ります。被保険者である取締役及び監査役の職務執行に起因して、保険期間中に損害賠償請求を受け
た場合に生じた損害賠償金及び争訟費用が上記保険契約により填補されます。なお、候補者が選任さ
れ、就任した場合には、当該契約の被保険者となる予定であり、任期途中に当該契約の更新時期が到
来する予定であります。

７．当社は、亀井孝衛氏の選任が承認され、就任した場合は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員と
して指定し、同取引所に届け出る予定であります。

以 上
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事 業 報 告
（2023

2024
年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

１．企業集団の現況
(1) 当連結会計年度の事業の状況
① 事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は緩やかに持ち直しつつある一方で、米中関係の悪
化などに起因するグローバルサプライチェーンの分断化、ならびにウクライナ情勢に端を
発する世界規模での供給面での制約が顕在化し、欧米を中心とした物価上昇と金融引締め
が続くなか、海外景気の下振れがわが国の景気を下押しするリスクや、為替相場をはじめ
とした金融資本市場の変動等による影響に十分注意していく必要があります。
このような経済状況下、当社グループ（当社及び連結子会社）では、こうした足元のマ

クロ経済環境に注視しつつ、日本とアジアをつなぐゲートウェイとしての役割を担うとい
う経営方針の下、国内外における投資機会の発掘および海外投資家とのアライアンスを強
化する一方で、グループ中核事業の再定義やその成長戦略の立案と推進、引き続き経営の
効率化などに取り組んでまいりました。その結果、当連結会計年度の業績は売上高7,680
百万円（前連結会計年度比4.2％増）、営業利益49百万円（前連結会計年度比65.6％減）、
経常利益101百万円（前連結会計年度比56.2％減）、親会社株主に帰属する当期純利益82
百万円（前連結会計年度比30.2％減）となりました。
セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。
なお、当連結会計年度の期首より、報告セグメントの名称を「海外事業」より「投資事

業」に変更しており、当連結会計年度の比較・分析は、変更後の区分に基づいておりま
す。



（百万円）

第60期
（当期）

（百万円）

第60期
（当期）

第59期 第59期

5,906
171

売上高
百万円

前期比 ％増 

百万円

％増 

営業利益

前期比

6,214 236

6,214
5.2

236
37.5
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＜不動産事業＞
不動産事業につきましては、株式会社トラス

トアドバイザーズにおいてマンションオーナー
向けのリーシング及び賃貸管理とマンション建
物の受託管理を行うレジデンス事業、ならびに
マンションオーナーの購入・売却ニーズに対応
する不動産売買事業を、株式会社東京アパート
メント保証において家賃保証事業を営んでおり
ます。レジデンス事業は、前年同期比で管理戸
数やサブリース賃貸借契約の賃料水準に大きな
変化はありませんでしたが、空室率が低下したことで稼働戸数、ひいては家賃収入が増加
し、増収増益となったのに対し、不動産売買事業は、売上高、粗利ともにほぼ前年同期並
みに推移いたしました。また、主力のレジデンス事業に加え、当連結会計年度において家
賃保証事業の事業規模が拡大し、不動産事業の収益性の向上に寄与いたしました。その結
果、当連結会計年度の不動産事業の売上高は、レジデンス事業の空室率の低下を主要因と
して、6,214百万円（前連結会計年度比5.2％増）となり、営業利益は236百万円（前連
結会計年度比37.5％増）となりました。



（百万円）

第60期
（当期）

（百万円）

第60期
（当期）

第59期 第59期

1,106 177

売上高
百万円

前期比 ％減

百万円

％  

営業利益または損失

前期比

1,034

△11

1,034
6.5

△11
ー
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＜ホテル事業＞
ホテル事業につきましては、現在、成田空港

エリアで成田ゲートウェイホテル、倉敷美観地
区エリアで倉敷ロイヤルアートホテルを運営し
ております。成田ゲートウェイホテルは、千葉
県からの要請に基づき、2020年４月から新型
コロナウイルス感染症の無症状者・軽症者の一
時的な療養者施設として、およそ３年間に渡り
運営を続けてまいりましたが、国内における新
規感染者数の大幅な減少と新型コロナウイルス
感染症の「５類」への移行を受けて、2023年５月末をもって施設提供を終了いたしまし
た。ホテル営業を再開した2023年６月以降は、３年間に及ぶホテル営業の休業からの立
ち上がり間もなく、段階的に稼働率を高めていく過程にあること、またコロナ前の主要顧
客であった、中国からの団体客の戻りが依然として鈍いことから、療養者施設として運営
していた前年同期と比して売上高は落ち込み、当連結会計年度においては前年同期比で減
収減益となりました。一方、倉敷ロイヤルアートホテルにおいては、先の新型コロナウイ
ルス感染症の「５類」への移行と、欧米を中心としたインバウンド観光客の回帰を受け
て、倉敷美観地区エリアに賑わいが戻るなか、ホテル稼働率が前年同期比で大きく改善す
るとともに、宴会需要も回復基調に向かったことで、増収増益となりました。こうした両
ホテルの業績を合算した結果、成田ゲートウェイホテルの営業再開後の業績が大きく影響
し、セグメント全体では減収減益となり、当連結会計年度のホテル事業の売上高は1,034
百万円（前連結会計年度比6.5％減）、営業損失は11百万円（前連結会計年度は営業利益
177百万円）となりました。



（百万円）

第60期
（当期）

（百万円）

第60期
（当期）

第59期 第59期

6 3

売上高
百万円

前期比 ％増 

百万円

営業利益

前期比 ％増 

48 29

48
635.0

29
864.2
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＜投資事業＞
当社グループの投資事業につきましては、Ｍ

＆Ａグローバル・パートナーズ株式会社におい
て 国 内 投 資 事 業 を、STRIDERS GLOBAL
INVESTMENT PTE.LTD.において海外投資事
業を営んでおります。当連結会計年度におきま
しては、各国経済において不透明な投資環境が
継続する中、新規の投資に対して慎重な姿勢を
取りつつも、日本国内の事業承継やインバウン
ド投資の案件発掘を進めてまいりました。また
国内を始め、南・東南アジア、欧州といった地
域のスタートアップ投資、とりわけアグリテッ
ク、ヘルステックおよびエンターテイメントといった領域に注目してまいりました。こう
した中、2023年７月末にSTRIDERS GLOBAL INVESTMENT PTE.LTD.の投資先の一つ
である、スリランカおよびバングラデシュにおいてデジタル・メディアプラットフォーム
を運営するRoar Media社の株式の一部を売却し、これに伴うキャピタルゲインを得てい
ます。なお2024年３月末に、南アジアと中東において歯科医院プラットフォームを提供
するシンガポール発スタートアップAME Healthcare Pte Ltdへの出資を行なっており
ます。その結果、当連結会計年度の投資事業の売上高は48百万円（前連結会計年度比
635.0％増）となり、営業利益は29百万円（前連結会計年度比864.2％増）となりまし
た。

② 設備投資の状況
当連結会計年度に実施しました設備投資の総額は、487百万円であります。
その主なものは、子会社の株式会社トラストアドバイザーズにおける居住用賃貸物件の

取得360百万円であります。

③ 資金調達の状況
当連結会計年度中に、子会社の株式会社トラストアドバイザーズにおいて、居住用賃貸

物件の自社保有を目的として、270百万円の長期借入れを行ないました。また、子会社の
成田ゲートウェイホテル株式会社において、設備投資を目的として、50百万円の長期借
入れを行ないました。



10,482,350
228,467

2,321,059
5,230,200

114,1727,505,806

205,428

2,450,6994,789,677

168,937

7,371,875

232,230

2,517,524
4,651,458

118,258
7,680,703

101,749

2,540,850
4,629,590

82,532

304.72

9.91

267.38 286.26286.26 296.42

13.47

19.9119.91

14.03

■ 親会社株主に帰属する当期純利益（千円）
１株当たり当期純利益（円）

１株当たり純資産（円）

■ 売上高（千円） ■ 経常利益（千円）

■ 総資産（千円） ■ 純資産（千円）
第59期第57期 第58期 第60期 第59期第57期 第58期 第60期 第59期第57期 第58期 第60期

第59期第57期 第58期 第60期第59期第57期 第58期 第60期
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(2) 財産及び損益の状況

区 分 第57期
2021年３月期

第58期
2022年３月期

第59期
2023年３月期

第60期
(当連結会計年度)
2024年３月期

売 上 高 (千円) 10,482,350 7,505,806 7,371,875 7,680,703
経 常 利 益 (千円) 228,467 205,428 232,230 101,749
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 (千円) 114,172 168,937 118,258 82,532

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 13円47銭 19円91銭 14円03銭 9円91銭
総 資 産 (千円) 5,230,200 4,789,677 4,651,458 4,629,590
純 資 産 (千円) 2,321,059 2,450,699 2,517,524 2,540,850
１ 株 当 た り 純 資 産 額 267円38銭 286円26銭 296円42銭 304円72銭
（注）１．１株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、１株当たり純資産額

は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。
２．第58期より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年３月31日）等を適用してお

り、第58期以降の財産及び損益の状況については、当該会計基準等を適用した後の数値を記載してい
ます。
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(3) 重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況
名 称 資 本 金 議決権比率 主要な事業内容

Ｍ＆Ａグローバル・パートナーズ株式会社 50,000千円 100.0％ 国内投資事業、企業再生再編事業

株式会社トラストアドバイザーズ 50,000千円 100.0％
プロパティマネジメント事業、リ
ーシング事業、ビルマネジメント
事業、賃貸仲介事業、不動産売買
事業、内装事業

モ バ イ ル リ ン ク 株 式 会 社 65,000千円 81.0％ 車載端末システムの開発及び販売

株式会社グローバルホールディングス 3,000千円 100.0％ ホテル資産の保有

成田ゲートウェイホテル株式会社 3,000千円 100.0％ ホテルの経営及び運営

株式会社東京アパートメント保証 3,000千円 100.0％ 家賃保証事業

株式会社倉敷ロイヤルアートホテル 27,068千円 99.8％ ホテルの経営及び運営

株 式 会 社 R e L i v e 12,500千円 100.0％ 不動産売買事業

STRIDERS GLOBAL INVESTMENT PTE.LTD. 900千シンガポールドル 100.0％ シンガポール共和国における海外
投資事業

（注）議決権比率は、間接保有を含んでいます。
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(4) 企業集団の対処すべき課題
当社グループは、企業価値の最大化と社会への貢献こそが企業の果たす使命であると考

え、以下の事項を実施してまいります。

① グループ経営管理の強化
機動的な事業展開を可能にするために、９社の連結子会社より構成されたグループ会社

の経営状況の適時な把握に努めるほか、グループの経営管理を強化すべく、事業執行権限
の見直しと業務報告体制の整備を実施してまいります。また、グループ間の資金管理を一
元化等することで、より効率的な事業基盤を確立してまいります。

② 内部経営資源の有効活用
迅速かつ効果的な経営判断をする為に、グループ情報の共有化や幹部間による情報交換

等、グループ間のコミュニケーション体制を確保してまいります。また、社員研修等によ
るグループ共通人材の育成に注力することにより、グループ間の連携強化とグループシナ
ジーを追求してまいります。

③ 内部統制・コンプライアンス体制の構築
会社法・金融商品取引法を踏まえた内部統制の整備については、グループ各社におい

て、業務プロセスの文書化、可視化によるルール整備を進めております。また、コンプラ
イアンスにつきましても、当社グループの企業行動憲章や社員行動規範等をグループ内で
周知徹底するとともに、社員研修等による教育を実施しております。

④ 外部経営資源の積極的な活用
当社グループの発展のために、当社の企業理念等に相応したM&Aやエクイティ投資の

ほか、幅広く内外の企業との提携等を積極的に実施してまいります。
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(5) 主要な事業内容（2024年３月31日現在）
事 業 区 分 主 要 な 製 品 又 は 事 業 の 内 容 等

不 動 産 事 業 ・プロパティマネジメント事業、リーシング事業、ビルマネジメント事業、賃貸
仲介事業、不動産売買事業、内装事業、家賃保証事業

ホ テ ル 事 業 ・ホテル資産の保有、経営及び運営

投 資 事 業 ・国内外投資事業、企業再生再編事業

そ の 他 ・車載端末システムの開発・販売

（注）当連結会計年度の期首より、事業区分の名称を「海外事業」より「投資事業」に変更しております。

(6) 主要な事業所（2024年３月31日現在）
① 当社

名 称 所 在 地

本 社 東京都港区新橋五丁目13番５号

② 子会社
Ｍ ＆ Ａ グ ロ ー バ ル ・ パ ー ト ナ ー ズ 株 式 会 社 本 社 東京都港区

株 式 会 社 ト ラ ス ト ア ド バ イ ザ ー ズ 本 社 東京都台東区

モ バ イ ル リ ン ク 株 式 会 社 本 社 東京都新宿区

株 式 会 社 グ ロ ー バ ル ホ ー ル デ ィ ン グ ス 本 社 東京都港区

成 田 ゲ ー ト ウ ェ イ ホ テ ル 株 式 会 社 本 社 千葉県成田市

株 式 会 社 東 京 ア パ ー ト メ ン ト 保 証 本 社 東京都台東区

株 式 会 社 倉 敷 ロ イ ヤ ル ア ー ト ホ テ ル 本 社 岡山県倉敷市

株 式 会 社 R e L i v e 本 社 東京都台東区

S T R I D E R S G L O B A L I N V E S T M E N T P T E . L T D . 本 社 シンガポール共和国
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(7) 使用人の状況（2024年３月31日現在）
① 企業集団の使用人の状況

セグメントの名称 使用人数 前連結会計年度末比増減
不動産事業 58（５）名 −（−）
ホテル事業 53（52）名 −（−）
投資事業 −（−）名 −（−）
その他 10（−）名 −（−）
全社（共通） ７（１）名 −（−）

合 計 128（58）名 ６名減（６名増）
（注）１．使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しており

ます。
２．全社（共通）として、記載されております使用人数は、特定のセグメントに区分できない当社の管理

部門に所属しているものであります。
３．当連結会計年度より、新しい事業区分に変更したため、セグメント別の前連結会計年度末比増減は記

載しておりません。

② 当社の使用人の状況
使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

８（−）名 ２名減（−） 35.8歳 4.8年
（注）使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しておりま

す。

(8) 主要な借入先の状況（2024年３月31日現在）
借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 443,802千円
株 式 会 社 り そ な 銀 行 286,250千円
株 式 会 社 関 西 み ら い 銀 行 265,903千円
株 式 会 社 千 葉 銀 行 47,498千円
株 式 会 社 き ら ぼ し 銀 行 28,880千円
株 式 会 社 中 国 銀 行 3,340千円

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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２．会社の現況
(1) 株式の状況（2024年３月31日現在）
① 発行可能株式総数 18,000,000株
② 発行済株式の総数 8,912,089株
③ 株主数 4,214名
④ 大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

新興支援投資事業有限責任組合 1,529千株 18.54％

早 川 良 一 483千株 5.86％

KGI ASIA LIMITED-CLIENT ACCOUNT 346千株 4.20％

株式会社ジャパンシルバーフリース 226千株 2.74％

福 光 一 七 151千株 1.83％

マイルストーンキャピタルマネジメント株式会社 125千株 1.52％

株式会社SBI証券 112千株 1.36％

村 瀬 晶 久 100千株 1.21％

飯 田 法 弘 80千株 0.97％

森 川 いくよ 76千株 0.93％
（注）１．当社は、自己株式を660,359株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。

２．持株比率は自己株式（660,359株）を控除して計算しております。
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(2) 新株予約権等の状況
① 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新
株予約権の状況（2024年３月31日現在）
該当事項はありません。

② 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。

③ その他新株予約権等の状況
2018年12月７日開催の取締役会決議に基づき発行した新株予約権

新 株 予 約 権 の 総 数 4,000個

新 株 予 約 権 の 目 的 と な る 株 式 の 種 類 と 数 普通株式 400,000株
（新株予約権１個につき100株)

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権１個当たり300円
新 株 予 約 権 の 払 込 期 日 2018年12月25日
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 １株につき318円
新 株 予 約 権 の 行 使 期 間 2018年12月26日から2028年12月25日まで
新 株 予 約 権 の 行 使 に よ り 株 式 を 発 行 す る
場 合 に お け る 資 本 金 及 び 資 本 準 備 金

①資本金 １株につき159円
②資本準備金 １株につき159円

行 使 の 条 件
取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受
けた者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の
定めるところによる。

割 当 先 第三者割当の方法により、当社の取締役、監査役及び
従業員に割り当てた。
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(3) 会社役員の状況
① 取締役及び監査役の状況（2024年３月31日現在）

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表取締役社長 早 川 良太郎

Ｍ＆Ａグローバル・パートナーズ㈱ 代表取締役
㈱トラストアドバイザーズ 取締役
モバイルリンク㈱ 取締役
㈱グローバルホールディングス 代表取締役
成田ゲートウェイホテル㈱ 代表取締役
㈱倉敷ロイヤルアートホテル 代表取締役
Striders Global Investment Pte.Ltd. 取締役社長

取 締 役 会 長 早 川 良 一
モバイルリンク㈱ 取締役
Striders Global Investment Pte.Ltd. 取締役
㈱みらい知的財産技術研究所 取締役
㈱アマガサ 代表取締役社長

常 務 取 締 役 宮 村 幸 一
㈱トラストアドバイザーズ 代表取締役
㈱東京アパートメント保証 代表取締役
㈱ReLive 代表取締役

取 締 役 李 智 賢 ㈱JMDC 取締役
㈱レイズパートナーズ 代表取締役

常 勤 監 査 役 村 瀬 晶 久

㈱トラストアドバイザーズ 監査役
㈱グローバルホールディングス 監査役
成田ゲートウェイホテル㈱ 監査役
㈱東京アパートメント保証 監査役
㈱倉敷ロイヤルアートホテル 監査役
㈱Social Pentagon 取締役
㈱高滝リンクス倶楽部 取締役
㈱アクラス東京 監査役

監 査 役 亀 井 孝 衛 弁護士法人トライデント 代表社員

監 査 役 本 田 琢 磨
Ｍ＆Ａグローバル・パートナーズ㈱ 監査役
モバイルリンク㈱ 監査役
フタリエ会計事務所 代表

（注）１．取締役李智賢氏は、社外取締役であります。
２．常勤監査役村瀬晶久氏、監査役亀井孝衛氏及び監査役本田琢磨氏は、社外監査役であります。
３．李智賢氏は、2023年６月23日開催の第59回定時株主総会において、新たに取締役に選任され就任い

たしました。
４．村瀬晶久氏は、2023年６月23日開催の第59回定時株主総会において、新たに監査役に選任され就任

いたしました。
５．常勤監査役村瀬晶久氏、監査役亀井孝衛氏及び監査役本田琢磨氏は、以下のとおり、財務及び会計に

関する相当程度の知見を有しております。
・常勤監査役村瀬晶久氏は、出身分野が金融機関であるほか、事業会社において財務責任者の職を経て
おり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

・監査役亀井孝衛氏は、公認会計士及び弁護士の資格を有しております。
また、監査役本田琢磨氏は、公認会計士の資格を有しております。
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６．当社は、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、
同取引所に届け出ております。

７．取締役会長早川良一氏は、当社の子会社であった㈲増田製麺の取締役を兼職しておりましたが、
2024年３月27日付で同社株式を売却し、同社が当社の子会社ではなくなったことに伴い、同氏は同
社取締役を退任しております。

８．常勤監査役村瀬晶久氏は、当社の子会社であった㈲増田製麺の監査役を兼職しておりましたが、
2024年３月27日付で同社株式を売却し、同社が当社の子会社ではなくなったことに伴い、同氏は同
社監査役を退任しております。

９．取締役会長早川良一氏は、2024年４月25日付で㈱アマガサの代表取締役社長を退任いたしました。
10．常勤監査役村瀬晶久氏は、2024年４月１日付で㈱グローバルホールディングスの監査役を退任いた

しました。
11．監査役本田琢磨氏は、2024年４月１日付でＭ＆Ａグローバル・パートナーズ㈱の監査役を退任いた

しました。

② 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び各監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423

条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償
責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。

③ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、取締役、監査役を被保険者として、役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）契約を

締結しており、被保険者である役員がその職務の執行に関し、責任を負うこと又は当該責
任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。保険料
は全額会社が負担しております。ただし、故意に起因する損害賠償請求は上記保険契約に
より填補されません。

④ 取締役及び監査役の個人別の報酬等の決定方針の概要
当社は、取締役会において取締役及び監査役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の

決定に関する方針を定めており、その内容は、固定報酬のみの報酬体系の下、役職毎にそ
の役割と職責を踏まえた基準報酬指数を設定し、当該指数を中心とした一定の範囲内で経
済情勢や会社業績の状況等より判断し、取締役については取締役会にて、監査役について
は監査役の協議によってそれぞれ決定するものとしております。当該手続きを経て取締役
及び監査役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役はその内容が決定方針に
沿うものであると判断しております。
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⑤ 取締役及び監査役の報酬等の総額
区 分 支 給 人 員 報 酬 等 の 額

取 締 役
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

５
（２

名
名）

31
（２

百万円
百万円）

監 査 役
（ う ち 社 外 監 査 役 ）

４
（４

名
名）

10
（10

百万円
百万円）

合 計
（ う ち 社 外 役 員 ）

９
（６

名
名）

42
（13

百万円
百万円）

（注）１．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２．取締役の報酬限度額は、1988年10月28日開催の第24期定時株主総会において年額80百万円以内

（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締
役の員数は３名です。

３．監査役の報酬限度額は、1988年10月28日開催の第24期定時株主総会において年額15百万円以内と
決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は１名です。

４．当事業年度中において、役員賞与の支給はありません。
５．当事業年度中において、社外役員が当社の子会社等から、役員として受けた報酬等はありません。
６．当事業年度末現在の人員は、取締役４名（うち社外取締役は１名）、監査役３名（うち社外監査役は

３名）であります。
７．上記の取締役及び監査役の支給人員には、2023年６月23日開催の第59回定時株主総会の終結の時を

もって退任した取締役１名及び監査役１名を含んでおります。

⑥ 社外役員に関する事項
イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等の関係
・取締役李智賢氏は、㈱JMDCの取締役、㈱レイズパートナーズの代表取締役でありま
す。なお、当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

・常勤監査役村瀬晶久氏は、当社の子会社である㈱トラストアドバイザーズ、㈱グロー
バルホールディングス、成田ゲートウェイホテル㈱、㈱東京アパートメント保証、㈱
倉敷ロイヤルアートホテルの監査役であります。
また、㈱Social Pentagon、㈱高滝リンクス倶楽部の取締役、㈱アクラス東京の監査
役であります。なお、当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

・監査役亀井孝衛氏は、弁護士法人トライデントの代表社員であります。なお、当社と
兼職先との間には特別の関係はありません。

・監査役本田琢磨氏は、当社の子会社であるＭ＆Ａグローバル・パートナーズ㈱、モバ
イルリンク㈱の監査役であります。
また、フタリエ会計事務所の代表であります。なお、当社と兼職先との間には特別の
関係はありません。
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ロ．当事業年度における主な活動状況
ａ．取締役会及び監査役会への出席状況

取締役会（16回開催） 監査役会（16回開催）
出席回数 出 席 率 出席回数 出 席 率

取 締 役 李 智 賢 10回 100％ ― ―
常勤監査役 村 瀬 晶 久 10回 100％ 10回 100％
監 査 役 亀 井 孝 衛 16回 100％ 16回 100％
監 査 役 本 田 琢 磨 16回 100％ 16回 100％

（注）１．上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第27条の規定に基づき、取締役会決
議があったとみなす書面決議が４回ありました。

２．李智賢氏は、2023年6月23日開催の第59期定時株主総会において新たに選任された取締役でありま
す。就任以降の取締役会の開催回数は10回であります。

３．村瀬晶久氏は、2023年6月23日開催の第59期定時株主総会において新たに選任された監査役であり
ます。就任以降の取締役会の開催回数は10回、監査役会の開催回数は10回であります。

ｂ．取締役会及び監査役会における活動状況
・取締役李智賢氏は、上場企業や国内外で培った企業経営に関する幅広い知見、人材
開発分野における豊富な経験から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保す
るための助言・提言を行っております。

・常勤監査役村瀬晶久氏は、経営者としての幅広く高度な見識や上場企業における豊
富な経験、会社財務に関する深い知見から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性
を確保するための発言を行っております。また、監査役会において、適宜必要な発
言を行っております。

・監査役亀井孝衛氏は、主に弁護士及び公認会計士の専門的見地から、取締役会の意
思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査役会
において、適宜必要な発言を行っております。

・監査役本田琢磨氏は、主に公認会計士の専門的見地から、取締役会の意思決定の妥
当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査役会において、
適宜必要な発言を行っております。
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(4) 会計監査人の状況
① 名称 Mooreみらい監査法人

② 当事業年度に係る報酬等の額
報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 22,000千円
当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 22,000千円
（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の

監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が
適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判
断をいたしました。

③ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した

場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いた
します。
また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場

合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が
選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨
及びその理由を報告いたします。

④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会計監査人であるMooreみらい監査法人との間において、会社法第427条第

１項の規定に基づき、会社法第423条第１項に規定する会社に対する損害賠償責任を限定
する契約を締結しております。当該責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社
法第425条第１項に規定する会計監査人の最低責任限度額としております。
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(5) 業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）及びその運用状況
① 内部統制システムについての決議の概要

当社は、「業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）」について、2015年
８月の取締役会において決議しています。その概要は以下のとおりです。

イ．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ａ．コンプライアンス体制の基礎として、代表取締役は内部統制システムの構築・維
持・向上を推進するとともに、その執行組織として下記ｂ．に記載する部署を設置す
る。必要に応じて、規則・ガイドライン等の策定整備及び研修を実施する。

ｂ．内部監査部門として執行部門から独立した社長室を設置し、管理本部がコンプライ
アンスの統括的業務を執行する。

ｃ．取締役は、当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事
実を発見した場合には直ちに監査役に報告し、遅滞なく取締役会において報告する。

ｄ．法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内報告体制として、
内部者通報システムを整備し、内部通報制度規程に基づきその運用を行う。

ｅ．監査役は、当社の法令遵守体制及び内部者通報システムの運用に問題があるときに
は、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができる。

ロ．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社の取締役の職務の執行に係る社内文書・その他の情報については、文書管理規程

等に定められた保存期間中、その保存媒体に応じて検索・閲覧が可能な状態で適切に保
存及び管理をする。

ハ．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、リスク管理体制の基礎として、リスクマネジメント規程等を定め、個々のリ

スクについての管理責任者を決定し、同規程に従ったリスク管理体制を構築する。不測
の事態が発生した場合には、代表取締役を本部長とする対策本部を設置し、情報連絡チ
ーム及び顧問弁護士等を含む外部アドバイザリーチームを組織し迅速な対応を行い、損
害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整える。
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ニ．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ａ．取締役の効率的な職務執行を確保するための体制の基礎として、取締役会を月１回
定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、取締役会で定められた経営方針に
基づき業務を執行する。

ｂ．代表取締役が指名する取締役・業務責任者及びグループ会社の経営幹部により構成
される経営会議を設置して、経営方針及び事業執行における具体的な指針等を取締役
会及び代表取締役へ提言する。

ｃ．取締役会の決定に基づく業務執行については、取締役の担当分掌制を導入し、取締
役会規程、組織管理規則において、それぞれの責任と権限を定める。

ホ．当社及び子会社から構成される企業集団における業務の適正を確保するための体制
ａ．グループ会社における業務の適正を確保するため、グループ企業全てに適用する行
動指針として、関係会社管理規則を定め、これを基礎として、グループ各社で規則等
を定める。

ｂ．グループ会社経営基本方針・関係会社管理規則に従い、当社への決裁・報告により
関係会社の経営管理を行い、必要に応じてモニタリングを実施する。取締役は、グル
ープ会社において、法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事象を発見した
場合には、監査役に報告する。

ｃ．子会社は当社からの経営管理、経営指導内容にコンプライアンス上問題がある場合
は、直ちに監査役に報告し、監査役は改善策の策定を求めることができる。

ｄ．関連会社の経営管理の所管部署は管理本部とし、グループ会社の管理強化を図る。
ｅ．グループ会社において、関連法令及びグループ規則等が適正に運用されているかを
管理監督するために、内部監査を実施する。

ヘ．監査役の補助使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及
び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
ａ．監査役の職務を補助すべき使用人として、必要に応じて当社の使用人から監査役補
助者を任命する。監査役補助者の評価は監査役が行い、監査役補助者の任命、解任、
人事異動、賃金等の改定については監査役会の同意を得た上で決定するなど、取締役
からの独立を確保する。また、監査役補助者は、業務の執行にかかる役職を兼務しな
い。
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ｂ．当該使用人の人事異動、人事評価等には監査役の同意を必要とし、当該使用人の業
務執行者からの独立性を確保する。また、当該使用人が補助業務をする際の体制を強
化し、監査役の指示の実効性を確保する。

ト．監査役への報告に関する体制
ａ．取締役及び使用人は、当社の業務又は業績に影響を与える重要な事項について監査
役にその都度報告する。前記に関わらず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役及
び使用人に対して報告を求めることができる。

ｂ．内部通報制度の適切な運用を維持することにより、法令違反その他のコンプライア
ンス上の問題について、監査役への適切な報告体制を確保する。

チ．前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこと
を確保する体制
前号の報告をした者が、当該報告をしたことを理由として、いかなる不利益な取扱い

も受けないよう、内部通報制度規程において規定し、適切に運用する。

リ．監査役の職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行上必要と認められる費用について、あらかじめ予算を計上す

るとともに、緊急又は臨時的に支出した費用については、事後、当社に償還を請求でき
るものとする。

ヌ．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ａ．監査役会には社外監査役を含み、公正性及び透明性を担保する。
ｂ．監査役は、代表取締役と定期的に意見交換を行い、相互の意思疎通を図る。
ｃ．監査役は、会計監査人、内部監査部門及びコンプライアンス統括部署と定期的に情
報交換を行い、相互の連携を図る。

ｄ．監査役は、監査業務に必要と判断した場合は、会社の費用負担で弁護士、公認会計
士、その他専門家の意見を聴取することができる。
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② 内部統制システムの運用状況の概要
当社は、上記の「業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）」を整備し、

取締役会において継続的に経営上のリスクについて検討している。その上で、必要に応じ
て、社内規則等の改定や業務の見直しを行い、内部統制システムの実効性を向上させてい
る。
常勤監査役は、監査役監査のほか、取締役会及び経営会議に出席し、業務執行の状況や

コンプライアンスに関するリスクを監視している。
また、内部統制部門は、内部監査の定期的実施により、日々の業務が法令・定款、社内

規則等に違反していないかを検証している。



44

連 結 貸 借 対 照 表
（2024年３月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額
（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産 2,709,063 流 動 負 債 1,102,171
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
有 価 証 券
営 業 投 資 有 価 証 券
棚 卸 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機械装置及び運搬具
工具、器具及び備品
土 地
リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産
の れ ん
そ の 他

投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
長 期 貸 付 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

2,108,737
211,919

130
191,384
25,895

175,926
△4,930

1,920,527
1,467,937
875,103
15,734
17,692

515,733
43,673
91,306
83,252
8,054

361,282
10,000
56,511

100,000
28,728

169,869
△3,827

買 掛 金 82,690
短 期 借 入 金 3,340
１年内償還予定の社債 40,000
１年内返済予定の長期借入金 372,025
未 払 費 用 86,919
契 約 負 債 245,055
未 払 金 75,086
未 払 法 人 税 等 8,135
賞 与 引 当 金 25,500
預 り 金 108,008
金 利 ス ワ ッ プ 690
そ の 他 54,719

固 定 負 債 986,567
長 期 借 入 金 660,308
退職給付に係る負債 11,918
長期預り敷金保証金 130,785
繰 延 税 金 負 債 142,065
そ の 他 41,490

負 債 合 計 2,088,739
（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 2,495,524
資 本 金 1,585,938
資 本 剰 余 金 109,730
利 益 剰 余 金 996,308
自 己 株 式 △196,453

その他の包括利益累計額 18,955
その他有価証券評価差額金 △415
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △690
為 替 換 算 調 整勘定 20,061

新 株 予 約 権 1,200
非 支 配 株 主 持 分 25,170
純 資 産 合 計 2,540,850

資 産 合 計 4,629,590 負 債 純 資 産 合 計 4,629,590
（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書
（2023

2024
年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 7,680,703
売 上 原 価 5,777,317

売 上 総 利 益 1,903,385
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,853,694

営 業 利 益 49,690
営 業 外 収 益

受 取 利 息 874
受 取 配 当 金 1
受 取 手 数 料 36,961
持 分 法 に よ る 投 資 利 益 3,914
為 替 差 益 15,969
そ の 他 10,653 68,374

営 業 外 費 用
支 払 利 息 13,052
社 債 利 息 1,046
有 価 証 券 評 価 損 19
そ の 他 2,197 16,315
経 常 利 益 101,749

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 212
新 株 予 約 権 戻 入 益 2,175 2,387

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 74
関 係 会 社 株 式 売 却 損 797
本 社 移 転 費 用 13,210 14,083

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 90,053
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 21,953
法 人 税 等 調 整 額 △14,746 7,206
当 期 純 利 益 82,846
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 313
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 82,532

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書
（2023

2024
年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計
当期首残高 1,585,938 109,730 955,765 △164,095 2,487,339
当期変動額
剰余金の配当 △41,989 △41,989
親会社株主に帰属
する当期純利益 82,532 82,532

自己株式の取得 △32,357 △32,357
株主資本以外の項目
の当期変動額（純額）

当期変動額合計 − − 40,542 △32,357 8,185
当期末残高 1,585,938 109,730 996,308 △196,453 2,495,524

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
新株予約権 非支配株主持分 純資産合計その他有

価証券評
価差額金

繰延ヘッジ損益 為替換算
調整勘定

その他の
包括利益

累計額合計
当期首残高 △8,233 △3,848 14,034 1,953 3,375 24,856 2,517,524
当期変動額
剰余金の配当 △41,989
親会社株主に帰属
する当期純利益 82,532

自己株式の取得 △32,357
株主資本以外の項目
の当期変動額（純額） 7,818 3,157 6,026 17,002 △2,175 313 15,141

当期変動額合計 7,818 3,157 6,026 17,002 △2,175 313 23,326
当期末残高 △415 △690 20,061 18,955 1,200 25,170 2,540,850
（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表
１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
（1）連結の範囲に関する事項

連結子会社の状況
・連結子会社の数 ９社
・連結子会社の名称 Ｍ＆Ａグローバル・パートナーズ株式会社

株式会社トラストアドバイザーズ
モバイルリンク株式会社
株式会社グローバルホールディングス
成田ゲートウェイホテル株式会社
株式会社東京アパートメント保証
株式会社倉敷ロイヤルアートホテル
株式会社ReLive
STRIDERS GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.

（2）持分法の適用に関する事項
持分法を適用した関連会社の状況
持分法適用の関連会社数 １社
・主要な会社等の名称 株式会社みらい知的財産技術研究所

（3）連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は連結決算日と一致しております。

（4）会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法
イ．有価証券
・売買目的有価証券 時価法（売却原価は移動平均法で算出）によっております。
・その他有価証券（営業投資有価証券を含む）
市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）によって

おります。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
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ロ．棚卸資産
・販売用不動産

主として個別法による原価法（貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方
法）によって算定しております。

・その他の棚卸資産
商品、製品及び仕掛品は、個別法による原価法（貸借対照表価額については、収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法）、原材料は、主として最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額について
は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）、貯蔵品は、移動平均法による原価法（貸借対照表価
額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によって算定しております。

② 固定資産の減価償却の方法
イ．有形固定資産

当社及び連結子会社は主として定率法（ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設
備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用
しております。
なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。
建物及び構築物 ６年〜42年
機械装置及び運搬具 ２年〜10年
工具、器具及び備品 ２年〜15年

ロ．無形固定資産
・自社利用のソフトウエア

社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

③ 引当金の計上基準
イ．貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、当社及び連結子会社は、一般債権については貸倒実績率によ
り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しており
ます。

ロ．賞与引当金
従業員に対して支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度負担額を計上しており

ます。
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④ 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し

ております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収
益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非
支配株主持分に含めて計上しております。

⑤ ヘッジ会計の方針
イ．ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理
ロ．ヘッジ手段 金利スワップ
ハ．ヘッジ対象 借入金
ニ．ヘッジ方針

当社の内規である「デリバティブ管理規程」に基づき、金利変動リスクをヘッジしております。
ホ．ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計を比較
し、その変動額の比率によって有効性を評価しております。

⑥ のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、その効果の発現する期間を個別に見積もり、20年以内の合理的な年数で定額

法により償却を行っております。

⑦ その他連結計算書類作成のための重要な事項
イ．退職給付に係る会計処理の方法

退職給付制度を採用している連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給
付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

ロ．重要な収益及び費用の計上基準
当社および連結子会社は、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年３月31日）お

よび「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号2021年３月26日）（以下
「収益認識会計基準等」という。）を適用しており、報告セグメントにおける主な履行義務の内容および
収益を認識する通常の時点は以下のとおりであります。

不動産事業セグメントにおける収益は主に転貸賃料収入が含まれ、賃貸住居の転貸（サブリース）を
主な履行義務と認識しております。契約上の条件である履行義務の提供に関し、一定の期間を経る毎に
当該期間にわたる契約上の履行義務が充足したものとして、当該期間にわたる収益を認識しておりま
す。
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ホテル事業セグメントにおける収益は主にホテル宿泊料収入が含まれ、宿泊サービスの提供を主な履
行義務と認識しております。契約上の条件である履行義務の提供に関し、契約期間が終了した時点で、
主に契約上の履行義務が充足したものとして、収益を認識しております。

投資事業セグメントにおける収益は主に投資先企業の売却収入が含まれ、当該投資先企業の株式の譲
渡を主な履行義務と認識しております。契約上の条件である履行義務の提供に関し、当該履行義務が完
了した時点で、主に契約上の履行義務が充足したものとして、収益を認識しております。

ハ 控除対象外消費税等の会計処理
控除対象外消費税等は当連結会計年度の費用として処理しております。
ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等については、投資その他の資産のその他に計上し、５年

間にわたり償却しております。

２．表示方法の変更に関する注記
従来、「営業外収益」の「助成金収入」として計上されていたコロナ関連の助成金は、金額上の重要性が乏

しくなったことから、当連結会計年度より「その他」として計上しております。

３．会計上の見積りに関する注記
（1）のれんの評価

会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌連結会計
年度に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

株式会社倉敷ロイヤルアートホテルにおけるのれんの帳簿残高 83,252千円

当連結会計年度における同社業績は、新型コロナウイルス感染症の「５類」への移行による国内観光需要
の回復により改善したことから、当該のれんに減損の兆候はみられないと判断しております。
当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、新たに当該のれ

んに減損の兆候がみられると判断した場合、翌連結会計年度以降の連結計算書類において、のれんの減損損
失を認識する可能性があります。

（2）その他有価証券の評価
① 当事業年度の財務諸表に計上した金額

営業投資有価証券（非上場株式） 191,384千円
投資有価証券（非上場株式） 10,000千円
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② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社では、市場価格のない営業投資有価証券および投資有価証券については、その投資先の１株当たり

の純資産額に超過収益力を反映させた実質価額が帳簿価額に比べ著しい下落がないかを評価しており、実
質価額が著しく下落している場合は、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除いて実質価
額まで減額を行い、評価差額を評価損として計上しております。
なお、超過収益力については、投資後の事業進捗および新規調達実績等を踏まえて、その変化の状況を

毎期判断しておりますが、投資先の経営環境の変化や事業進捗の状況により見直しが必要となった場合に
は、翌連結会計年度の連結計算書類において、営業投資有価証券および投資有価証券の金額に重要な影響
を与える可能性があります。

４．追加情報
セグメント区分の変更により、投資有価証券のうち161,062千円を、営業投資有価証券へ振り替えておりま

す。

５．連結貸借対照表に関する注記
（1）顧客との契約から生じた債権の残高及び契約資産の残高

売掛金 211,919千円

（2）担保に供している資産及び担保付債務
① 担保に供している資産

定期預金 100,000千円
建物 495,721千円
土地 430,069千円
計 1,025,791千円

② 上記に対する債務
長期借入金（１年内返済予定のものも含む） 532,153千円
計 532,153千円

（3）有形固定資産の減価償却累計額 829,570千円

（4）前受収益及びその他のうち、契約負債の残高
前受収益 178,983千円
前受金 66,071千円
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（5）当座貸越契約
当社グループは、資本効率の向上を図りつつ、必要な時に運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行

３行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高等は次
のとおりであります。
当座貸越極度額 350,000千円
借入実行残高 −千円
差引額 350,000千円

６．連結損益計算書に関する注記
売上高のうち、顧客との契約から生じる収益の額 7,680,703千円

７．連結株主資本等変動計算書に関する注記
（1）発行済株式の種類及び総数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数
普 通 株 式 8,912千株 −千株 −千株 8,912千株

（2）配当に関する事項
① 配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

2023年６月23日
定時株主総会 普通株式 41,989 5 2023年３月31日 2023年６月26日

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

2024年６月21日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 41,258 5 2024年３月31日2024年６月24日

（3）自己株式の種類及び株式数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数
普 通 株 式 514千株 146千株 −千株 660千株
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（4）当連結会計年度末日における新株予約権に関する事項

第９回新株予約権
目的となる株式の種類 普通株式
目 的 と な る 株 式 の 数 400,000株
新 株 予 約 権 の 残 高 1,200千円

８．金融商品に関する注記
（1）金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については、銀行借入

や社債発行等による方針であります。

② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社グループ

の与信管理規程に従い、取引先や顧客ごとに期日管理及び残高管理を行っております。
営業債務である買掛金は、１年以内の支払期日です。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、社債及び長期借入金は主に設備投資

に係る資金調達です。このうち一部の長期借入金の金利変動リスクを回避するため、金利スワップ取引を
実施して支払利息の固定化を実施しております。なお、デリバティブ取引については、社内管理規程に基
づき、実需の範囲内で行うことにしております。
また、営業債務及び借入金については流動性リスクが常に発生するおそれがありますので、当社グルー

プでは、グループ各社の管理を当社が行っており、グループ全体を管理しております。

③ 金融商品の時価等に関する事項についての補足情報
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することに

より、当該価額が変動することもあります。
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（2）金融商品の時価等に関する事項
2024年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり

ます。また、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません。
連結貸借対照表
計上額（千円） 時 価 （千 円） 差 額 （千 円）

有価証券及び投資有価証券（※2） 130 130 −
資産計 130 130 −
１ 年 内 償 還 予 定 の 社 債 40,000 39,713 △286
１ 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 372,025 371,757 △267
長 期 借 入 金 660,308 623,565 △36,742
長 期 預 り 敷 金 保 証 金 130,785 125,961 △4,823
負債計 1,203,118 1,160,997 △42,121
デリバティブ取引（※5） (690) (690) −

（※1）「現金及び預金」「売掛金」「貸倒引当金」「買掛金」「短期借入金」「未払金」「未払費用」「未払法人税等」
「預り金」については、短期で決済されるため時価が帳簿価額に類するものであることから、記載を省略
しております。

（※2）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式等は取引所の価格によっております。

（※3）市場価格のない株式等の連結貸借対照表計上額は以下の通りであります。これらについては「有価証券
及び投資有価証券」には含まれておりません。

区分 連結貸借対照表計上額（千円）
営業投資有価証券（非上場株式） 191,384
投資有価証券（非上場株式） 10,000
関係会社株式 56,511

（※4）連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合そのほかこれに準ずる事業体への出資については記
載を省略しております。当該出資の連結貸借対照表計上額は97,465千円であります。

（※5）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項
目については（ ）で表示しております。
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（3）金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル

に分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価

の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定

に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ

れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

① 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
当連結会計年度（2024年３月31日）

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券及び投資有価証券 130 − − 130
資産計 130 − − 130

デリバティブ取引
通貨関連 − 690 − 690
商品関連 − − − −

負債計 − 690 − 690

② 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当連結会計年度（2024年３月31日）

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

１年内償還予定の社債 − 39,713 − 39,713
１年内返済予定の長期借入金 − 371,757 − 371,757
長期借入金 − 623,565 − 623,565
長期預り敷金保証金 − 125,961 − 125,961

負債計 − 1,160,997 − 1,160,997
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（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
（1）有価証券及び投資有価証券

上場株式は市場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、そ
の時価をレベル１の時価に分類しております。

（2）デリバティブ取引
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル２の時価に分類しております。

（3）１年内償還予定の社債、１年内返済予定の長期借入金及び長期借入金
これらの時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現

在価値により算定しております。
（4）長期預り敷金保証金

残存不動産賃貸契約期間に対応する国債の利回り等、適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利
率で割り引いた現在価値により算定しております。

９．収益認識に関する注記
（1）顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社グループは、賃貸住居の転貸および賃貸住居の管理を主な事業とする「不動産事業セグメント」とホ
テル経営を主な事業とする「ホテル事業セグメント」、シンガポールにおける投資事業を主な事業とする
「投資事業セグメント」を主な事業領域としております。

主たる収益の分解と報告セグメントとの関係は以下のとおりであります。

当連結会計年度（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日）
（単位：千円）

報告セグメント
その他 合計 調整額 連結計算書類

上の金額不動産事業 ホテル事業 投資事業 計

売上高

顧客との契約から
生じる収益 6,197,344 1,032,132 48,602 7,278,079 402,623 7,680,703 − 7,680,703

外部顧客への売上高 6,197,344 1,032,132 48,602 7,278,079 402,623 7,680,703 − 7,680,703

セグメント間の内部
売上高又は振替高 17,370 2,368 − 19,738 − 19,738 △19,738 −

計 6,214,714 1,034,500 48,602 7,297,818 402,623 7,700,441 △19,738 7,680,703

（2）顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等（4）会計方針に関する事項 ⑦

その他連結計算書類作成のための重要な事項 ロ．重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであり
ます。
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（3）顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会
計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び
時期に関する情報

① 契約資産及び契約負債の残高等
（単位：千円）

当連結会計年度
顧客との契約から生じた債権（期首残高） 204,802
顧客との契約から生じた債権（期末残高） 211,919
契約資産（期首残高） −
契約資産（期末残高） −
契約負債（期首残高） 228,734
契約負債（期末残高） 245,055

当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、228,734千
円であります。

② 残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたっては実務上の便法を適用

し、当初予想される契約期間が１年以内の契約については注記に含めておりません。未充足の履行義務
は、主に不動産事業における賃貸住居の転貸（サブリース）料に関するものであります。

10．１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 304円72銭

（2）１株当たり当期純利益 ９円91銭

11．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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貸 借 対 照 表
（2024年３月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額
（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産 1,285,641 流 動 負 債 410,526
現 金 及 び 預 金

有 価 証 券

関 係 会 社 未 収 入 金

関係会社短期貸付金

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

無 形 固 定 資 産

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

長 期 貸 付 金

関係会社長期貸付金

そ の 他

744,828

130

101,208

416,000

23,474

1,106,963

916

2,679

1,103,367

10,000

603,930

100,000

378,945

10,491

１年内償還予定の社債 40,000
１年内返済予定の長期借入金 274,783
関 係 会 社 未 払 金 18,500
未 払 費 用 10,416
前 受 収 益 34,132
未 払 法 人 税 等 1,218
未 払 消 費 税 等 13,844
賞 与 引 当 金 3,247
金 利 ス ワ ッ プ 690
そ の 他 13,693

固 定 負 債 18
繰 延 税 金 負 債 18

負 債 合 計 410,544
（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 1,981,551
資 本 金 1,585,938
資 本 剰 余 金 98,264
資 本 準 備 金 98,264

利 益 剰 余 金 493,800
利 益 準 備 金 13,521
そ の 他 利 益 剰 余 金 480,279
繰 越 利 益 剰 余 金 480,279

自 己 株 式 △196,453
評価・換算差額等 △690
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △690

新 株 予 約 権 1,200
純 資 産 合 計 1,982,060

資 産 合 計 2,392,604 負 債 純 資 産 合 計 2,392,604
（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書
（2023

2024
年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 244,200
売 上 総 利 益 244,200

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 241,743
営 業 利 益 2,456

営 業 外 収 益
受 取 利 息 14,853
受 取 配 当 金 6,749
為 替 差 益 23,930
そ の 他 4,319 49,853

営 業 外 費 用
支 払 利 息 5,186
社 債 利 息 1,046
支 払 手 数 料 1,728
そ の 他 533 8,493
経 常 利 益 43,816

特 別 利 益
関 係 会 社 株 式 売 却 益 275 275

特 別 損 失
本 社 移 転 費 用 5,653 5,653

税 引 前 当 期 純 利 益 38,439
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 △22,175
法 人 税 等 調 整 額 △1,866 △24,042
当 期 純 利 益 62,481

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書
（2023

2024
年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合 計資 本

準 備 金
資 本
剰 余 金
合 計

利益準備金
その他利益
剰余金 利 益

剰 余 金
合 計繰越利益

剰 余 金
当期首残高 1,585,938 98,264 98,264 9,322 463,986 473,308 △164,095 1,993,416
当期変動額
利益準備金の積立 4,198 △4,198 − −
剰 余 金 の 配 当 △41,989 △41,989 △41,989
当 期 純 利 益 62,481 62,481 62,481
自己株式の取得 △32,357 △32,357
株主資本以外の項目
の当期変動額（純額）

当期変動額合計 − − − 4,198 16,292 20,491 △32,357 △11,865
当期末残高 1,585,938 98,264 98,264 13,521 480,279 493,800 △196,453 1,981,551

評 価 ・ 換 算 差 額 等
新株予約権 純資産合計

繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計

当期首残高 △3,810 △3,810 3,375 1,992,981
当期変動額
利益準備金の積立 −
剰 余 金 の 配 当 △41,989
当 期 純 利 益 62,481
自己株式の取得 △32,357
株主資本以外の項目
の当期変動額（純額） 3,119 3,119 △2,175 944

当期変動額合計 3,119 3,119 △2,175 △10,920
当期末残高 △690 △690 1,200 1,982,060

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
（1）資産の評価基準及び評価方法

有価証券
・子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法によっております。
・その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）によっております。

市場価格のない株式等
平均法による原価法によっております。

（2）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産

定率法（ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日
以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。なお、主な耐用年数
は、以下のとおりであります。
工具、器具及び備品 ４年〜12年

② 無形固定資産
・自社利用のソフトウエア
社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

（3）引当金の計上基準
賞与引当金
従業員に対して支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち当事業年度負担額を計上しております。

（4）外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており

ます。

（5）ヘッジ会計の方針
① ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理
② ヘッジ手段 金利スワップ
③ ヘッジ対象 借入金
④ ヘッジ方針

当社の内規である「デリバティブ管理規程」に基づき、金利変動リスクをヘッジしております。



62

⑤ ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、

その変動額の比率によって有効性を評価しております。

（6）その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
① 重要な収益及び費用の計上基準

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年３月31日）等を適用し、顧客に対して約
束したサービスの提供が完了した時点において、当該サービスの提供に対して受け取ることが見込まれる
金額で収益を認識しております。
当社の収益は、主に子会社からの関係会社賦課金収入であります。関係会社賦課金収入は、上場企業グ

ループとして必要な管理統制体制を維持構築していくことが当社の履行義務であり、履行義務の性質に応
じ、一定期間が経過する都度、当該期間における当社の履行義務が充足されるものと考えられることか
ら、当該時点で収益および費用を認識しております。

２．会計上の見積りに関する注記
（1）当事業年度の計算書類に計上した金額

（単位：千円）
前事業年度 当事業年度

関係会社株式 612,654 603,930
関係会社株式評価損 33,275 −

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社では、子会社や関連会社等の市場価格のない株式については、その関係会社の純資産に基づく実質価

額が帳簿価額に比べ著しい下落がないかを評価しており、実質価額が著しく下落している場合は、当該関係
会社の事業計画に基づく実質価額の回復可能性に関する判定を行い、回復可能性が十分な証拠によって裏付
けられる場合を除いて実質価額まで減額を行い、評価差額を評価損として計上しております。
関係会社株式の評価は、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、予測不

能な事態により関係会社の経営環境が変化した場合、翌事業年度の計算書類において、関係会社株式の金額
に重要な影響を与える可能性があります。
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３．貸借対照表に関する注記
（1）担保に供している資産及び担保付債務

① 担保に供している資産
定期預金 100,000千円

② 上記に対する債務
長期借入金（１年内返済予定のものも含む） 265,903千円

（2）有形固定資産の減価償却累計額 8,565千円

（3）保証債務
① 関係会社が管理組合と締結している管理委託契約に基づく債務に対し、債務保証を行っております。

株式会社トラストアドバイザーズ 20,732千円

② 関係会社の仕入債務に対し債務保証を行っております。
モバイルリンク株式会社 11,375千円

（4）当座貸越契約
当社は、資本効率の向上を図りつつ、必要な時に運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行２行と当

座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高等は次のとおりでありま
す。
当座貸越極度額 320,000千円
借入実行残高 −千円
差引額 320,000千円
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（5）当社は連結子会社であるＭ＆Ａグローバル・パートナーズ㈱、㈱トラストアドバイザーズ、モバイルリン
ク㈱、㈱グローバルホールディングス、成田ゲートウェイホテル㈱及び㈱倉敷ロイヤルアートホテルとの間
に極度付貸付契約を締結し、貸付極度額を設定しております。これらの契約に基づく当事業年度末の貸出未
実行残高は次のとおりであります。

Ｍ＆Ａグローバル
・パートナーズ㈱

㈱トラストアドバ
イザーズ モバイルリンク㈱ ㈱グローバルホー

ルディングス
成田ゲートウェイ

ホテル㈱
貸付極度額 150,000千円 500,000千円 25,000千円 300,000千円 300,000千円
貸出実行残高 40,000千円 −千円 −千円 220,000千円 −千円
差引額 110,000千円 500,000千円 25,000千円 80,000千円 300,000千円

㈱倉敷ロイヤル
アートホテル

貸付極度額 500,000千円
貸出実行残高 326,000千円
差引額 174,000千円

（6）関係会社に対する金銭債権又は金銭債務
該当事項はありません。

４．損益計算書に関する注記
（1）売上高のうち、顧客との契約から生じる収益の額 244,200千円

（2）関係会社との取引高
① 営業取引による取引高

売上高 243,600千円

② 営業取引以外の取引による取引高
受取利息 14,014千円
受取配当金 6,749千円
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５．株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 当 事 業 年 度
期 首 の 株 式 数

当 事 業 年 度
増 加 株 式 数

当 事 業 年 度
減 少 株 式 数

当事業年度末の
株 式 数

普 通 株 式 514千株 146千株 −千株 660千株

６．税効果会計に関する注記
（1）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
賞与引当金 994千円
繰越欠損金 59,299千円
投資有価証券評価損 38,055千円
関係会社株式評価損 241,567千円
その他 2,426千円

繰延税金資産小計 342,343千円
評価性引当額 △334,384千円

繰延税金資産合計 7,959千円
繰延税金負債
長期外貨建債権 7,977千円

繰延税金負債合計 7,977千円
繰延税金資産の純額 △18千円

（2）法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社はグループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び

開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年８月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計
処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
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７．関連当事者との取引に関する注記
子会社等

種 類 会社等の名称 議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者
との関係 取 引 の 内 容 取引金額

（千円） 科 目 期末残高
（千円）

子 会 社 M&Aグローバル・
パートナーズ㈱

（所有）
直接100％

役員の兼任
経 営 管 理
受 託 先
資金の貸付

経営管理料及び経
営指導料の受取
（注１）

25,200 関 係 会 社
未 収 入 金 6,270

資金の貸付（注２） 40,000 関 係 会 社
短期貸付金 40,000

資金の返済 20,000

子 会 社 ㈱ ト ラ ス ト
アドバイザーズ

（所有）
直接100％

役員の兼任
経 営 管 理
受 託 先
グループ通算
税制による
個別帰属額

経営管理料及び経
営指導料の受取
（注１）

126,500 関 係 会 社
未 収 入 金 28,325

通算税効果 30,707 関 係 会 社
未 収 入 金 30,707

子 会 社 ㈱グローバル
ホールディングス

（所有）
直接100％

役員の兼任
経 営 管 理
受 託 先
資金の貸付

経営管理料及び経
営指導料の受取
（注１）

50,700 関 係 会 社
未 収 入 金 11,385

資金の貸付（注２） 50,000 関 係 会 社
短期貸付金 50,000

資金の返済 80,000

資金の貸付（注２） ― 関 係 会 社
長期貸付金 170,000

資金の返済 ―

子 会 社 成 田 ゲ ー ト
ウェイホテル㈱

（所有）
直接100％

役員の兼任
資金の貸付

資金の貸付（注２） ― 関 係 会 社
短期貸付金 ―

資金の返済 200,000

子 会 社 ㈱倉敷ロイヤル
アートホテル

（所有）
直接99.8％

役員の兼任
資金の貸付

資金の貸付（注２） 326,000 関 係 会 社
短期貸付金 326,000

資金の返済 350,000
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種 類 会社等の名称 議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者
との関係 取 引 の 内 容 取引金額

（千円） 科 目 期末残高
（千円）

子 会 社 STRIDERS GLOBAL
INVESTMENT PTE.LTD.

（所有）
直接100％

役員の兼任
資金の貸付

資金の貸付（注２） 63,063 関 係 会 社
長期貸付金 208,945

資金の返済 ―

貸付利息の受取 7,145
前受収益 34,132

関 係 会 社
未 収 入 金 2,087

関連会社 ㈱みらい知的
財産技術研究所

（所有）
直接42.2％

役員の兼任
配当金の受取 配当金の受取 6,749 ― ―

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．経営管理料及び経営指導料については、関係会社管理規則及び関連規程・同細則に基づいております。

２．連結子会社であるM&Aグローバル・パートナーズ株式会社、株式会社グローバルホールディングス、
成田ゲートウェイホテル株式会社、株式会社倉敷ロイヤルアートホテル及びSTRIDERS GLOBAL
INVESTMENT PTE.LTD.に対する資金の貸付については、市場金利及びリスク等を勘案して決定してお
ります。

３．上記取引金額には消費税等は含んでおりません。期末残高には消費税等を含めております。

８．収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「１．重要な会計方針に係る事項に関する注記（6）その他計算書類作成のための基本となる重要な事項 ①
重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

９．１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 240円05銭

（2）１株当たり当期純利益 ７円50銭

10．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2024年５月20日
株式会社 ストライダーズ
取締役会 御中

Mooreみらい監査法人
東京都千代田区
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 浅 井 清 澄
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 丸 山 清 志

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ストライダーズの2023年４月１日か

ら2024年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、
連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

準拠して、株式会社ストライダーズ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財
産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査

の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。
当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、
また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成

し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及
び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法

人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、

その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかど
うか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかど
うか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ

の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す

ることにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による

重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計
算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個
別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重
要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職

業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。
監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別

した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵

守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去する
ための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用
している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき

利害関係はない。
以 上
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計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2024年５月20日
株式会社 ストライダーズ
取締役会 御中

Mooreみらい監査法人
東京都千代田区
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 浅 井 清 澄
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 丸 山 清 志

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ストライダーズの2023年４月

１日から2024年３月31日までの第60期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査
を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査

の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成

し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及
び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

の他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか
注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ

の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す

ることにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類
等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に
又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性が
あると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職

業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。
・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別

した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵

守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去する
ための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用
している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。
以 上
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監査役会の監査報告
監 査 報 告 書

当監査役会は、2023年４月１日から2024年３月31日までの第60期事業年度の取締役の
職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を
作成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1) 監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果
について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について
報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等
に従い、取締役、社長室、経営企画チームその他の使用人等と意思疎通を図り、情報の
収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況に
ついて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び
主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社につい
ては、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて
子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保
するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保
するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制
の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部
統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について
定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検
証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応
じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを
確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する
品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の
通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸
借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並び
に連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結
注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示して
いるものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事
実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当
該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行について
も、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人Mooreみらい監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人Mooreみらい監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2024年５月21日
株式会社 ストライダーズ 監査役会
常勤監査役（社外監査役） 村 瀬 晶 久 ㊞
社外監査役 亀 井 孝 衛 ㊞
社外監査役 本 田 琢 磨 ㊞

以 上
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株主メモ
事 業 年 度 毎年４月１日から翌年３月31日までの１年間
定 時 株 主 総 会 毎年６月
期末配当金基準日 ３月31日

（中間配当をする場合の配当金基準日は９月30日）
株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号

三井住友信託銀行株式会社
同事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
郵 便 物 送 付 先 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目８番４号

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
電話照会先 0120-782-031（フリーダイヤル）

公 告 方 法 当会社の公告は、電子公告により行います。ただし、電子公告によることができない事故
その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行います。

（電子公告の掲載ホームページ
https://www.striders.co.jp/）

（ ご 注 意 ）
１． 株券電子化に伴い、株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設

されている口座管理機関（証券会社等）で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等
にお問合せください。株主名簿管理人（三井住友信託銀行）ではお取り扱いができませんのでご注意くだ
さい。

２． 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社が口座管
理機関となっておりますので、下記特別口座の口座管理機関にお問合せください。

特 別 口 座 の
口 座 管 理 機 関

東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

郵 便 物 送 付 先
及 び 照 会 先

〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部
電話照会先 0120-232-711（フリーダイヤル）
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会場：東京都港区浜松町二丁目３番１号
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